
12広報すおう大島 平成 20 年 ( 2008 年 )1 月号

お知らせ１月

募
集

平
成
20
年
度
保
育
所
（
園
）

の
園
児
募
集

■
保
育
所
へ
入
所
で
き
る
基
準
／

　

母
親
が
仕
事
に
従
事
し
て
い
る

　

場
合
や
出
産
、
病
気
、
心
身
障

　

害
あ
る
い
は
家
族
の
病
人
介
護

　

等
で
充
分
な
保
育
を
家
庭
で
受

　

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
児
童
。

■
申
し
込
み
・
手
続
き
／

　

入
所
申
込
書
等
は
役
場
福
祉
課

　

・
各
総
合
支
所
・
各
出
張
所
・

　

各
保
育
所
（
園
）
に
備
え
付
け

　

て
あ
り
ま
す
。

■
添
付
書
類
／

・
家
庭
内
お
よ
び
家
庭
外
で
仕
事

に
従
事
し
て
い
る
証
明
（
就
労
証

明
）

・
出
産
前
後
の
場
合
は
母
子
手
帳

の
写
し

・
病
気
看
護
の
場
合
は
診
断
書

・
給
与
所
得
者
の
場
合
は
平
成
19

年
分
の
源
泉
徴
収
票
の
写
し

・
確
定
申
告
の
場
合
は
平
成
19
年

分
の
確
定
申
告
書
の
写
し

■
受
付
期
限
／
2
月
29
日
㈮

■
問
い
合
わ
せ
／

　

福
祉
課
☎
７
７
‐
５
５
０
５

認
知
症
予
防
の
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
タ
ー
（
支
援
者
）
募
集

　

認
知
症
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
教

室
）
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
、
教

室
を
支
援
し
て
い
た
だ
け
る
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
タ
ー
（
支
援
者
）
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
者
／

①
町
内
在
住
の
60
歳
未
満
の
方

②
次
の
養
成
講
座
を
全
日
程
受
講

で
き
る
方

③
養
成
講
座
修
了
後
、
認
知
症
予

防
の
支
援
者
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
方

■
活
動
内
容
／

　

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
認
知
症

　

予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
進
行
の
支

　

援
■
募
集
人
員
／
20
名
程
度

※
養
成
講
座
修
了
者
の
中
か
ら

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
選
考
し
ま

す
。

■
活
動
期
間
／

　

６
月
〜
９
月
の
４
か
月
間　

　

週
1
回　

2
時
間
程
度

■
募
集
期
間
／

　

１
月
15
日
㈫
〜
２
月
15
日
㈮

Ｑ　裁判員は、法廷で
何をするのですか？

裁判員制度Ｑ＆Ａ

Ａ　裁判官と一緒に審理に出席していただきます。
　裁判員は、裁判官と一緒に、公開の法廷での刑事事
件の審理（これを「公判」といいます。）に出席します。
公判では、証拠として提出された凶器などの物や書類
を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行わ
れます。裁判員も、証人や被告人に質問することがで
きます。また、裁判員制度での審理は、法律実務の専
門家でない皆さんに参加していただくために、裁判員
の方にできる限り負担のかからないような工夫がなさ
れます。例えば、争点の判断に必要な証拠を厳選して
証拠調べを行うなど、できる限り法定での審理を見た
り聞いたりするだけで事件の内容を理解できるように
工夫された審理が行われます。

【
退
職
】（
所
属
）

◆
岡
原
由
利
（
大
島
教
育
支
所
）

　
（
12
月
１
日
付
け
）

◆
池
村
福
太
郎
（
生
活
衛
生
課
）

　
（
12
月
10
日
付
け
）

◆
川
野
一
郎
（
税
務
課
）

　
（
12
月
31
日
付
け
）

■
募
集
方
法
／

　

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番

　

号
を
明
記
し
、
８
０
０
字
（
原

　

稿
用
紙
2
枚
程
度
）
の
参
加
希

　

望
理
由
ま
た
は
地
域
で
の
取
り

　

組
み
等
を
健
康
増
進
課
へ
持
参

　

郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
し
て
く
だ

　

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
健
康
増
進
課

　
（
た
ち
ば
な
ケ
ア
プ
ラ
ザ
内
）

　

周
防
大
島
町
西
安
下
庄

☎
７
７
‐
５
５
０
４

フ
ァ
ッ
ク
ス

　

７
７
‐
５
１
１
１

町
職
員
の
異
動

◆
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

　

養
成
講
座
に
つ
い
て

○
日
時
／

　

２
月
末
〜
３
月
上
旬
の
う
ち

　

４
日
間

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

○
場
所
／

　

し
ま
と
ぴ
あ
ス
カ
イ
セ
ン
タ

　

ー
（
小
松
、
周
防
大
島
町
役

　

場
大
島
庁
舎
隣
り
）

○
内
容
／

　
「
認
知
症
に
つ
い
て
」「
認
知

　

症
予
防
の
方
法
と
予
防
活
動

　

の
実
践
」
等


